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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
背凭れを備えた椅子であって、
前記背凭れが、背凭れベースと、この背凭れベースの前に配され着座者の腰部を後方から
支持し得る板状部分を有したランバープレートと、前記背凭れベースと前記ランバープレ
ートとの間に配され前記背凭れベースに対して上下方向にスライド可能に支持されたアジ
ャスタとを備えてなり、
前記アジャスタが、アジャスタベースと、このアジャスタベースに設けられ前記ランバー
プレートを後方から押圧し得る押出部材とを備えたものであり、
前記アジャスタを上下方向にスライド移動させることにより、前記押出部材の前後位置を
変更させ、当該押出部材による前記ランバープレートへの押圧度合いを調整し得るように
構成されているものであり、
前記押出部材が、前記アジャスタベースに対して前後動可能に支持されたものである椅子
。
【請求項２】
前記背凭れベースが、前記アジャスタの上下方向のスライド移動に伴って前記押出部材を
前後方向に案内し得る案内部を備えている請求項１記載の椅子。
【請求項３】
前記案内部が、上側に向かうに連れて漸次前方に位置するように設定された案内面を備え
、この案内面に前記押出部材が当接し得るように構成されている請求項２記載の椅子。
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【請求項４】
前記案内部が、後方に向かって凹んだ形状をなしたものであり、前記押出部材の少なくと
も一部を収容し得る収容空間が形成されている請求項２又は３記載の椅子。
【請求項５】
前記ランバープレートが、前記背凭れベースに対して回動可能に支持されたものである請
求項１、２、３又は４記載の椅子。
【請求項６】
前記ランバープレートが、左右に対をなして配されている請求項１、２、３、４又は５記
載の椅子。
【請求項７】
前記アジャスタベースが、その左右両端部に使用者が操作するための操作部を備えたもの
であり、これら操作部の少なくとも一部が前記背凭れベースよりも外方に突出する位置に
設けられている請求項１、２、３、４、５又は６記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィス等において好適に使用される椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、着座者の腰部を後ろから押圧支持し得るランバーサポート機能を有した椅子
が種々知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　ところで、特許文献１に示したものは、受け止め部材（５）を構成するベルト（５１）
とバックル（５２）との係合位置を調整することにより、ベルトの湾曲率が変更され得る
ものとなっている。換言すれば、特許文献１に示したものは、ベルトとバックルとの係合
位置を変更させて、着座者の腰部に対する押出具合を調整し得るものとなっている。
【０００４】
　ところが、バックルの位置が側端部に位置しているため、受け止め部材の主体となるベ
ルトの湾曲中心が左右にずれやすく、着座者の腰部をバランスよく支持できないことが懸
念されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－３００８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のような事情に着目してなされたもので、着座者の腰部に対する押圧度
合いを好適に調整し得る椅子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明は次の構成をなしている。
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、背凭れを備えた椅子であって、前記背凭れが、背凭れベース
と、この背凭れベースの前に配され着座者の腰部を後方から支持し得る板状部分を有した
ランバープレートと、前記背凭れベースと前記ランバープレートとの間に配され前記背凭
れベースに対して上下方向にスライド可能に支持されたアジャスタとを備えてなり、前記
アジャスタが、アジャスタベースと、このアジャスタベースに設けられ前記ランバープレ
ートを後方から押圧し得る押出部材とを備えたものであり、前記アジャスタを上下方向に
スライド移動させることにより、前記押出部材の前後位置を変更させ、当該押出部材によ
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る前記ランバープレートへの押圧度合いを調整し得るように構成されているものであり、
前記押出部材が、前記アジャスタベースに対して前後動可能に支持されたものである椅子
である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、前記背凭れベースが、前記アジャスタの上下方向のスライド
移動に伴って前記押出部材を前後方向に案内し得る案内部を備えている請求項１記載の椅
子である。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、前記案内部が、上側に向かうに連れて漸次前方に位置するよ
うに設定された案内面を備え、この案内面に前記押出部材が当接し得るように構成されて
いる請求項２記載の椅子である。

【００１２】
　請求項４に記載の発明は、前記案内部が、後方に向かって凹んだ形状をなしたものであ
り、前記押出部材の少なくとも一部を収容し得る収容空間が形成されている請求項２又は
３記載の椅子である。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、前記ランバープレートが、前記背凭れベースに対して回動可
能に支持されたものである請求項１、２、３又は４記載の椅子である。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、前記ランバープレートが、左右に対をなして配されている請
求項１、２、３、４又は５記載の椅子。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、前記アジャスタベースが、その左右両端部に使用者が操作す
るための操作部を備えたものであり、これら操作部の少なくとも一部が前記背凭れベース
よりも外方に突出する位置に設けられている請求項１、２、３、４、５又は６記載の椅子
。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように本発明によれば、着座者の腰部に対する押圧度合いを好適に調整し
得る椅子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態を示す斜視図。
【図２】同実施形態における正面図。
【図３】同実施形態における右側面図。
【図４】同実施形態における斜視図。
【図５】同実施形態における分解斜視図。
【図６】同実施形態における分解斜視図。
【図７】同実施形態における斜視図。
【図８】同実施形態における正面図。
【図９】同実施形態における右側面図。
【図１０】同実施形態における平面図。
【図１１】同実施形態における底面図。
【図１２】同実施形態における分解斜視図。
【図１３】同実施形態における分解斜視図。
【図１４】同実施形態における分解斜視図。
【図１５】同実施形態における分解斜視図。
【図１６】図８におけるＸ－Ｘ線断面図。
【図１７】図８におけるＹ－Ｙ線断面図。
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【図１８】図２におけるＺ－Ｚ線概略端面図。
【図１９】同実施形態における作動説明図。
【図２０】同実施形態における作動説明図。
【図２１】同実施形態における作動説明図。
【図２２】同実施形態における作動説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態を、図１～２２を参照して説明する。なお、図７以降のもの
については、説明の便宜上、張地Ｍを省略して示している。また、張地Ｍは、背凭れベー
スＨを構成する背凭れベース本体１等を被覆して当該背凭れベース本体１等を外部から視
認させない構造をなしているが、図１～６においては、説明の便宜上、敢えて張地Ｍを目
の粗い網掛けにより示している。
【００１９】
　この実施形態は、本発明を、オフィス等において好適に使用される事務用回転椅子であ
る椅子Ａに適用したものである。
【００２０】
　椅子Ａは、図１～３に示すように、脚Ｂと、脚Ｂの上端に水平旋回可能に取り付けられ
た支持基部Ｃと、前部が支持基部Ｃに支持されている座受Ｄと、座受Ｄに下部が取り付け
られている座Ｅと、前端部が支持基部Ｃに回転可能に支持された背支持体Ｆと、背支持体
Ｆの後端部に取り付けた背凭れＧとを具備してなる。座Ｅ及び背凭れＧは、一定の比率で
後傾し得るいわゆるシンクロロッキング動作ができるように支持基部Ｃ及び背支持体Ｆに
支持されている。
【００２１】
　＜＜脚Ｂ＞＞
　脚Ｂは、下端にキャスタｂ３を備えた複数本の脚羽根ｂ１と、脚羽根ｂ１の上端部が集
合する部位から起立する脚支柱ｂ２とを備えている。
【００２２】
　＜＜支持基部Ｃ＞＞
　支持基部Ｃは、脚支柱ｂ２に支持された金属製の支持基部本体（図示せず）を主体に構
成されている。支持基部Ｃは、支持基部本体を覆う支持基部カバーｃ１を備えている。支
持基部本体は、支持基部カバーｃ１が装着された状態では、外部から視認できないように
なっている。
【００２３】
　＜＜座受Ｄ＞＞
　座受Ｄは、支持基部Ｃの上に配されたものである。座受Ｄは、前部が支持基部Ｃに対し
て前後動可能及び回動可能に支持されており、後部が背支持体Ｆの基端部近傍に回動可能
に支持されている。
【００２４】
　＜＜座Ｅ＞＞
　座Ｅは、着座者の荷重を受け止める構造部材としての役割を担う座シェルｅ１と、座シ
ェルｅ１の上に配された座クッションｅ２とを備えてなるものである。座シェルｅ１は、
座受Ｄの上側に配されており、座受Ｄに対して前後方向に一定範囲でスライド移動できる
ように構成されている。
【００２５】
　＜＜背支持体Ｆ＞＞
　背支持体Ｆは、背凭れＧを前後動可能に支持し得るものである。背支持体Ｆの後端部は
、背凭れＧの下端部に接続している。背支持体Ｆの前端部は、支持基部Ｃに軸支持されて
いる。
【００２６】
　＜＜背凭れＧ＞＞
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　背凭れＧは、着座者の背中を後方から支持し得る剛性及び大きさをなす背凭れベースＨ
と、背凭れベースＨに設けられ着座者の腰部を支持し得るランバーサポート機構Ｊと、背
凭れベースＨの左右側部に設けられた貫通孔１３に装着されランバーサポート機構Ｊの一
部が貫通するガイド孔ｋを有したキャップＫと、背凭れベースＨの上部、及び、左右端部
を除くランバーサポート機構Ｊの略全体を被覆し得る張地Ｍとを備えている。
【００２７】
　なお、ランバーサポート機構Ｊは、背凭れベースＨに対して前後方向に回動可能に支持
されたランバープレート３と、ランバープレート３の後側に配されランバープレート３の
前後位置を調整し得る上下動可能なアジャスタ４と、アジャスタ４の左右端部に装着され
た使用者の操作端となるカバー部材５とを主体に構成されたものである。
【００２８】
　＜背凭れベースＨ＞
　背凭れベースＨは、正面視において略矩形状をなしている。背凭れベースＨは、正面視
における上部及び下部の適宜の箇所、及び、背面視における上部及び下部の適宜の箇所に
リブ表出部１１が形成された背凭れベース本体１と、背凭れベース本体１の下端部に接続
した下フレーム部材２とを備えている。
【００２９】
　まずは、背凭れベースＨを構成する背凭れベース本体１について説明する。
【００３０】
　背凭れベース本体１は、全体として、着座者を好適に支持し得るように平面視において
後方に向かって凸をなすように湾曲した形状をなすとともに側面視において前側に向かっ
て凸をなすように略屈曲した形状をなしている。
【００３１】
　背凭れベース本体１は、正面視における左右両側部に設けられた貫通孔１３と、正面視
において貫通孔１３よりも中央部寄りの位置に左右対をなして設けられた凹んだ形態をな
す案内部１４と、正面視において案内部１４よりも中央部寄りの位置に左右対をなして設
けられたアジャスタ４の姿勢保持用の溝１５と、正面視において案内部１４よりも上の位
置に設けられランバープレート３を前後方向に回動可能に支持するための軸支持部たる軸
受部１６と、背面側の上部に設けられ商標等が表示されたプレート部材ｐが取り付けられ
る凹陥部１７と、下端部の左右両側部に設けられ下フレーム部材２のアーム部２２が嵌合
し得るアーム部取付凹部１８と、下端部の左右方向中間部に設けられ下フレーム部材２の
架設フレーム部２３に設けた嵌合突起２３１が嵌合し得る図示しない嵌合凹部とを備えて
いる。
【００３２】
　貫通孔１３は、左右方向に貫通するものである。貫通孔１３には、背凭れベース本体１
における左右方向中間部の前側に配されたアジャスタ４の操作部４２が連通するようにな
っている。貫通孔１３は、左右方向に連通するとともに上下方向に延びた長孔状をなして
いる。貫通孔１３には、キャップＫが嵌合し得るようになっている。
【００３３】
　なお、貫通孔１３は、図９等に示すように、背凭れベース本体１の屈曲部１２における
最も前端に設定されたピーク点１２１よりも上に設けられている。すなわち、背凭れベー
ス本体１は、側面視における上下方向中間部に、前側に向かって凸をなすように略くの字
状に屈曲した屈曲部１２を備えている。屈曲部１２における最も前端にピーク点１２１が
設定されている。そして、貫通孔１３は、背凭れベース本体１における屈曲部１２のピー
ク点１２１を避けて、それよりも上側に位置している側面視において後傾した状態で略直
線状に延びた部分に設けられている。このように貫通孔１３の配設箇所を設定することに
より、アジャスタ４を上下方向に滑らかに移動させやすいようにしている。
【００３４】
　案内部１４は、背凭れベース本体１における着座者の腰部に対応する上下位置（Ｓ）に
設けられている。案内部１４は、アジャスタ４の上下方向のスライド移動に伴ってアジャ
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スタ４に設けられた押出部材４３を前後方向に案内し得るものである。案内部１４は、左
右に対をなして設けられたランバープレート３に対応して左右に対をなして設けられてい
る。
【００３５】
　案内部１４は、上側に向かうに連れて漸次前方に位置するように設定された案内面１４
１を備えている。換言すれば、案内面１４１は、仮想鉛直面によりも前傾した姿勢をなし
ている。案内面１４１には、押出部材４３の後端部が当接し得るように構成されている。
【００３６】
　案内部１４は、後方に向かって凹んだ形状をなしている。案内部１４には、押出部材４
３の少なくとも一部、すなわち押出部材４３の下部及び後部となる部分を収容し得る収容
空間ｓｐが形成されている。凹陥した案内部１４のいわゆる底面に相当する部位が案内面
１４１となっている。案内部１４は、左右方向中間部に上下方向に延びた押出部材４３の
姿勢を保持するための隔壁１４２が設けられている。
【００３７】
　溝１５は、アジャスタ４の背面に突設された突起４１２が収容され得るものである。溝
１５は上下方向に延びた形態をなしている。
【００３８】
　軸受部１６は、ランバープレート３に設けられた枢着部である軸３２１と係わり合って
、ランバープレート３を枢支し得るものである。この実施形態では、軸受部１６は、背凭
れベース本体１のリブ表出部１１に形成されている。軸受部１６は、ランバープレート３
の上部に左右方向に突設されてなる対をなす軸３２１を支持し得るようになっている。
【００３９】
　凹陥部１７は、背面視において、背凭れベース本体１の左右方向中間部且つ上端部近傍
に設けられている。凹陥部１７は、横長に凹んでなるものである。凹陥部１７には、プレ
ート部材ｐに設けた爪ｐ１が係合し得る係合穴１７１が設けられている。なお、プレート
部材ｐは、背凭れベース本体１に被覆された張地Ｍを背凭れベース本体１に対して挟着し
得るものとなっている。
【００４０】
　アーム部取付凹部１８は、背凭れベース本体１における下端部の左右両側部に形成され
ている。アーム部取付凹部１８は、下方、後方、及び、外側方に開放した凹み形状をなし
ている。なお、側面視において、アーム部取付凹部１８の上には、貫通孔１３が隣接して
設けられている。
【００４１】
　続いて、背凭れベースＨを構成する下フレーム部材２について説明する。
【００４２】
　下フレーム部材２は、背凭れベースＨを構成するものである。下フレーム部材２は、背
凭れベース本体１と背支持体Ｆとの間に介在している。下フレーム部材２は、下端部に位
置してなるプレート状の部位を有し背支持体Ｆにねじ止めされるベース部２１と、ベース
部２１の左右に立設された左右のアーム部２２と、左右のアーム部２２の上下方向中間部
間に架設された架設フレーム部２３を備えている。
【００４３】
　アーム部２２は、架設フレーム部２３よりも上側に突出している上部分２２１が、背凭
れベース本体１の下端部における背面側に設けられたアーム部取付凹部１８に嵌合するよ
うに構成されている。
【００４４】
　架設フレーム部２３は、背凭れベース本体１の下端に形成された図示しない下方に開口
した嵌合凹部に嵌合し得る複数の嵌合突起２３１を備えている。この実施形態では、嵌合
突起２３１は横方向に並ぶようにして三か所に立設されている。架設フレーム部２３は、
嵌合突起２３１を背凭れベース本体１の嵌合凹部に内嵌させた状態でねじｖ２により背凭
れベース本体１の下端部に接合される。
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【００４５】
　下フレーム部材２は、背面視において、全体として上向きに開放された凹陥形状をなし
た外嵌部分２４を備えている。外嵌部分２４には、背凭れベース本体１における背面側の
下端部に形成された下方に向けて凸をなす内嵌部分１９が嵌合し得るようになっている。
【００４６】
　＜ランバーサポート機構Ｊ＞
　ランバーサポート機構Ｊは、着座者の腰部を後方から押圧して支持し得るものである。
ランバーサポート機構Ｊは、背凭れベース本体１の前に配され着座者の腰部を後方から支
持し得る板状部分３１を有したランバープレート３と、背凭れベースＨとランバープレー
ト３との間に配され背凭れベース本体１に対して上下方向にスライド可能に支持されたア
ジャスタ４と、アジャスタ４における左右端部に装着されたカバー部材５とを備えている
。ランバーサポート機構Ｊの一部、すなわち、アジャスタ４の左右端部は、キャップＫに
形成されたガイド孔ｋ１を貫通するようになっている。
【００４７】
　ランバープレート３は、背凭れベース本体１に対して回動可能に支持されたものである
。この実施形態では、ランバープレート３が、左右に対をなして配されている。ランバー
プレート３は、正面視において略台形板状をなした板状部分３１と、板状部分３１の上端
部から斜め上後方に向かって突設され板状部分３１を回動可能に支持させるための支持部
３２とを備えている。
【００４８】
　板状部分３１は、アジャスタ４の前側に位置するとともに背凭れ面を担う張地Ｍの後側
に位置するものである。板状部分３１は、着座者の荷重を受けても殆ど撓まない剛性を備
えたものである。
【００４９】
　支持部３２は、板状部分３１に対して片持ち的に設けられているものである。支持部３
２は、先端部に左右方向に突設された軸３２１を備えている。この軸３２１が、背凭れベ
ース本体１の軸受部１６と係り合うことにより、ランバープレート３が背凭れベースＨに
対して回動可能に支持されたものとなっている。なお、左右のランバープレート３に設け
られた複数の軸３２１の軸線は、同一の仮想軸線上に一致するように設定されている。
【００５０】
　アジャスタ４は、全体として左右方向に延びてなる形態をなしている。アジャスタ４は
、背凭れベース本体１に対して上下動可能に構成されている。すなわち、アジャスタ４は
、図１９～２２に示すように、背凭れベース本体１に対して下位置（Ｓ）と上位置（Ｕ）
との間でスライド移動可能に構成されている。
【００５１】
　アジャスタ４は、左右両端部に使用者が操作するための操作部４２を有したアジャスタ
ベース４ｂと、アジャスタベース４ｂの左右方向中間部に設けられランバープレート３を
後方から押圧し得る左右に対をなす押出部材４３とを備えている。アジャスタベース４ｂ
と押出部材４３は、合成樹脂により一体に形成されている。
【００５２】
　アジャスタベース４ｂは、操作部４２よりも上下方向に幅広に形成されたベルト状の外
形をなし正面視における左右両側部に押出部材４３を配設し得る配設空間４１１を設けた
アジャスタベース本体４１と、アジャスタベース本体４１よりも上下幅が短く設定されア
ジャスタベース本体４１の左右端部から左右方向に延設された操作部４２とを備えている
。
【００５３】
　アジャスタベース本体４１は、背凭れベース本体１の前面に沿うように平面視において
後方に向かって凸をなすように湾曲した形状をなしている。アジャスタベース本体４１の
背面には、配設空間４１１よりも内側の位置に背凭れベース本体１の溝１５と係り合う突
起４１２が後方に向かって突設されている。
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【００５４】
　操作部４２は、左右方向に延びた帯状をなしている。操作部４２の端部すなわち左右の
先端部分４２１は、背凭れベース本体１の貫通孔１３及びキャップＫのガイド孔ｋ１を通
過して正面視において背凭れベース本体１の側縁及びキャップＫのガイド孔ｋ１よりも外
方に位置し得るように設定されている。操作部４２の先端部分４２１には、ねじｖが螺着
し得るナット部４２２が設けられている。ナット部４２２には、カバー部材５の下面側に
穿設されたねじ挿通孔５２を通過させたねじｖが螺合するようになっている。つまり、カ
バー部材５の嵌合穴５１に操作部４２の先端部分４２１が内嵌し、当該カバー部材５がね
じｖにより操作部４２の先端部分４２１に取り付けられるようになっている。操作部４２
の端部にカバー部材５を取り付けることにより、アジャスタ４がキャップＫ及び背凭れベ
ースＨから抜け出ないように構成されている。
【００５５】
　押出部材４３は、側面視において下端側に向かって漸次前後方向寸法が大きくなる形状
をなしている。押出部材４３は、側面視において略三角形状をなす中空のブロック状のも
のである。押出部材４３は、その上端部がヒンジ部である薄肉の樹脂ヒンジ部ｈを介して
アジャスタベース４ｂに支持されている。すなわち、押出部材４３は、アジャスタベース
本体４１の配設空間４１１内に配設され、アジャスタベース本体４１と押出部材４３の上
端部との間に介設されたヒンジ部である樹脂ヒンジ部ｈを介してアジャスタベース４ｂに
対して前後動可能に支持されたものである。換言すれば、押出部材４３は、樹脂ヒンジ部
ｈを介してアジャスタベース本体４１に対して吊り下げ支持されている。
【００５６】
　押出部材４３は、その後端縁４３ｅが案内部１４の案内面１４１に当接し得るように構
成されている。そして、アジャスタ４を下位置（Ｓ）から上位置（Ｕ）に向かってスライ
ドさせると、押出部材４３は、案内部１４の案内面１４１に案内されてアジャスタベース
４ｂに対して漸次前側に相対移動し得るようになっている。
【００５７】
　押出部材４３は、背面側の左右方向中間部に上下方向に延びた溝部４３１が設けられて
いる。押出部材４３の溝部４３１には、背凭れベース本体１における案内部１４に設けた
隔壁１４２が位置するようになっている。
【００５８】
　カバー部材５は、アジャスタ４の左右端部に装着され使用者が把持し得る操作端を構成
するものである。カバー部材５は、操作部４２の先端部分４２１が挿入される嵌合穴５１
と、嵌合穴５１に連通するねじ挿通孔５２を備えている。カバー部材５は、ねじ挿通孔５
２に挿通されたねじｖを用いて操作部４２の先端部分４２１に螺着されるようになってい
る。カバー部材５は、アジャスタ４の先端部分４２１がキャップＫ及び背凭れベースＨか
ら抜け出ないようにするための抜け止め機能を発揮し得るものとなっている。
【００５９】
　以上に述べたランバーサポート機構Ｊは、使用者がカバー部材５を摘むように把持しア
ジャスタ４を上下方向にスライド移動させることにより、背凭れベースＨに設けた案内部
１４と協働して押出部材４３の前後位置を変更させ、当該押出部材４３によるランバープ
レート３への押圧度合いを調整し得るように構成されている。
【００６０】
　＜キャップＫ＞
　キャップＫは、背凭れベースＨの両側部に設けられた貫通孔１３に嵌合し得るものであ
る。キャップＫは、張地Ｍの一部を背凭れベースＨに固定させる機能を発揮し得るととも
にランバーサポート機構Ｊを構成するアジャスタ４と係わり合いアジャスタ４を所定の上
下位置に保持させる機能を発揮し得るものである。
【００６１】
　キャップＫは、左右方向に連通する上下方向に延びた長孔状をなすガイド孔ｋ１を有し
た筒状をなしている。キャップＫは、内方端に設けられ背凭れベースＨに係止し得る係止



(9) JP 6916693 B2 2021.8.11

10

20

30

40

50

部たる係止爪ｋ２と、外方端に設けられた鍔部ｋ３とを備えたものである。
【００６２】
　係止爪ｋ２は、内方端における上下及び内方端における上下方向中間部にそれぞれ設け
られている。係止爪ｋ２は、背凭れベースＨにおける貫通孔１３に設けた係止部たる貫通
孔形成壁１３１に係止し得るようになっている。
【００６３】
　鍔部ｋ３は、キャップＫの外方端にガイド孔ｋ１に沿って設けられた縦長環状のもので
ある。鍔部ｋ３と背凭れベースＨにおける貫通孔１３の開口縁との間には、張地Ｍが配さ
れ得る隙間ｓｋが形成されている。
【００６４】
　この実施形態では、アジャスタ４の端部近傍部分である操作部４２の一部が、上下方向
に延びたキャップＫのガイド孔ｋ１内に位置するものとなっている。そして、操作部４２
の一部がガイド孔ｋ１に係わり合い、アジャスタ４が所定の上下位置に保持され得るよう
に構成されている。より具体的に言えば、ガイド孔ｋ１内に位置するアジャスタ４の操作
部４２の一部は、ガイド孔ｋ１の内周面に摺接し得るようになっている。
【００６５】
　なお、キャップＫにおける露出部分、及び、背凭れベースＨにおける張地Ｍによって被
覆されていない露出部分である下フレーム部材２が、略同じ色彩に設定されている。この
ように構成することにより、背凭れベース本体１を下フレーム部材２と同じ色彩に設定す
る必要がない。換言すれば、使用者に対して、キャップＫの色彩に基づいて、背凭れベー
スＨ全体が同じ色彩をなしているように印象付けることができるようになっている。
【００６６】
　なお、この明細書において「色彩」とは、人間の視覚を通じて認識される色彩のことを
いう。
【００６７】
　＜張地Ｍ＞
　張地Ｍは、図１～６に示すように、背凭れベースＨの少なくとも一部を被覆するもので
ある。張地Ｍは、背凭れベースＨの上部を構成する背凭れベース本体１の略全体を被覆し
得るものである。張地Ｍは、布製の生地を下端部が開口した袋状に縫製してなる張地本体
ｍ１と、張地本体ｍ１の内面に添着された図示しないクッションとを備えてなるものであ
る。
【００６８】
　張地Ｍにおいて、背凭れベース本体１の貫通孔１３に対面する左右側縁部分には、内部
と外部とを連通可能な側開口部ｍ１１が設けられている。そして、張地Ｍの一部、すなわ
ち、張地Ｍにおける側開口部ｍ１１の開口縁が、背凭れベースＨの貫通孔１３とキャップ
Ｋとの間に挟持されるように構成されている。
【００６９】
　張地Ｍにおける背面側の上端部は、プレート部材ｐを凹陥部１７に取り付けることによ
り、背凭れベース本体１に止着されている。また、張地Ｍにおける下端縁は、背凭れベー
ス本体１と下フレーム部材２との間に挟持されるように構成されている。
【００７０】
　次いで、この実施形態におけるランバーサポート機構Ｊの作動について説明する。
【００７１】
　アジャスタ４は、図１９～２２に示すように、キャップＫのガイド孔ｋ１内において操
作部４２が最も下に位置する下位置（Ｓ）と、キャップＫのガイド孔ｋ１内において操作
部４２が最も上に位置する上位置（Ｕ）との間で背凭れベースＨに対して上下方向にスラ
イド移動可能に支持されている。
【００７２】
　アジャスタ４は、下位置（Ｓ）において、押出部材４３の後部が案内部１４の収容空間
ｓｐ内に位置したものとなっている。つまり、アジャスタ４が下位置（Ｓ）にあるときは
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、押出部材４３がアジャスタベース４ｂに対して前側に突出した姿勢を採らず、アジャス
タベース４ｂの前面と押出部材４３の前面とが略面一の状態をなしている。樹脂ヒンジ部
ｈを介してアジャスタベース４ｂに対して回動可能に支持された押出部材４３は、下位置
（Ｓ）にあるときは、ランバープレート３及び張地Ｍの荷重を受けて後方に回動し後部が
案内部１４内に押し込まれた状態になる。
【００７３】
　アジャスタ４が下位置（Ｓ）にある状態から、使用者の操作により、アジャスタ４を上
位置（Ｕ）方向に向かってスライド移動させると、案内部１４の収容空間ｓｐ内に位置し
ていた押出部材４３は、案内面１４１に案内されて樹脂ヒンジ部ｈを回動中心にして漸次
前側に向かって押し出されることになる。換言すれば、操作者が、カバー部材５を把持し
てアジャスタ４を上方向にスライド操作することにより、アジャスタベース４ｂに対して
前後動可能に支持された押出部材４３は、背凭れベース本体１における案内面１４１の案
内作用（カム作用）によりアジャスタベース４ｂの前面よりも前方に突出した姿勢に遷移
するようになっている。
【００７４】
　アジャスタ４が上方向へ漸次スライド移動することにより、前側に向かって漸次突出の
程度が大きくなるように遷移した押出部材４３は、ランバープレート３の板状部分３１を
後方から前側に向かって漸次前側に押し出すことになる。この結果、ランバープレート３
の板状部分３１は、張地Ｍを介して着座者の腰部を押圧し得るものとなる。つまり、ラン
バープレート３は、アジャスタ４を上下方向にスライド移動させることにより、その前後
位置が調整され得るものとなる。従って、この実施形態におけるランバーサポート機構Ｊ
であれば、着座者の腰部に対する押圧度合いをアジャスタ４に対する上下方向の操作によ
って微細に調整し得るものとなっている。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態に係る椅子Ａは、背凭れＧを備えたものである。そし
て、背凭れＧが、背凭れベースＨと、背凭れベースＨの前に配され着座者の腰部を後方か
ら支持し得る板状部分３１を有したランバープレート３と、背凭れベースＨとランバープ
レート３との間に配され背凭れベースＨに対して上下方向にスライド可能に支持されたア
ジャスタ４とを備えている。アジャスタ４が、アジャスタベース４ｂと、このアジャスタ
ベース４ｂに設けられランバープレート３を後方から押圧し得る押出部材４３とを備えて
いる。アジャスタ４を上下方向にスライド移動させることにより、押出部材４３の前後位
置を変更させ、当該押出部材４３によるランバープレート３への押圧度合いを調整し得る
ように構成されている。このため、着座者の腰部に対する押圧度合いを好適に調整し得る
椅子Ａを提供することができるものとなる。つまり、アジャスタ４を上下方向にスライド
移動させることにより、押出部材４３の前後位置を変更させ、当該押出部材４３によるラ
ンバープレート３への押圧度合いを調整し得るように構成されているため、着座者の腰部
に対する押圧度合いを好適に設定し得るものとなっている。アジャスタ４は、上下方向に
スライド移動するものであるため、下位置（Ｓ）と上位置（Ｕ）との間において、常時バ
ランスよく着座者の背中を押圧し得るものとなっている。
【００７６】
　押出部材４３が、アジャスタベース４ｂに対して前後動可能に支持されたものである。
このため、アジャスタベース４ｂが安定的に背凭れベースＨに対して上下動し得るものと
なるとともに、押出部材４３のみが前後動するため比較的小さな操作力で所望の作用を発
揮させ得るものとなっている。
【００７７】
　背凭れベースＨが、アジャスタ４の上下方向のスライド移動に伴って押出部材４３を前
後方向に案内し得る案内部１４を備えている。このため、押出部材４３が、好適に前後方
向に動作し得るものとなっている。
【００７８】
　案内部１４が、上側に向かうに連れて漸次前方に位置するように設定された案内面１４
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１を備えている。そして、案内面１４１に押出部材４３が当接し得るように構成されてい
る。このため、案内面１４１により押出部材４３を好適に前後方向に案内し得るものとな
っている。
【００７９】
　案内部１４が、後方に向かって凹んだ形状をなしたものである。そして、案内部１４は
、押出部材４３の少なくとも一部を収容し得る収容空間ｓｐが形成されているものである
。このため、押出部材４３がランバープレート３を押圧しない構成も容易に設定し得るも
のとなっている。
【００８０】
　ランバープレート３が、背凭れベースＨに対して回動可能に支持されたものである。こ
のため、ランバープレート３が、押出部材４３に押圧されて好適に前方に移動し得るもの
となっている。
【００８１】
　ランバープレート３が、左右に対をなして配されている。このため、着座者における腰
部の左右両側部を好適に支持し得るものとなっている。
【００８２】
　アジャスタベース４ｂが、その左右両端部に使用者が操作するための操作部４２を備え
たものである。そして、操作部４２が背凭れベースＨよりも外方に突出する位置に設けら
れている。このため、アジャスタ４を使用者により好適に操作し得るものとなっている。
【００８３】
　なお、本発明は、以上に詳述した実施形態に限られるものではない。
【００８５】
　背凭れは、張地を備えたものでなくてもよい。例えば、ランバープレートが直接的に着
座者に当接し得るものであってもよい。
【００８６】
　ランバープレートは、左右に対をなすものに限られず、板状部分を有した単一のもので
あってもよい。
【００８７】
　張地は、袋状をなしているものでなくてもよい。例えば、背凭れベース、及び、ランバ
ープレートの前側だけを被覆するものであってもよい。
【００８８】
　案内部は、凹陥した形態のものに限られるものではなく、カム作用を発揮して押出部材
を前後方向に案内し得るものであればどのようなものであってもよい。
【００８９】
　案内部は、下側に向かうに連れて漸次前方に位置するように設定された案内面を備えた
ものであってもよい。
【００９０】
　ランバープレートは、背凭れベースに対して回動可能に支持されたものに限られない。
例えば、ランバープレートが、張地の内面側に添着しているものであってもよい。
【００９１】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００９２】
　Ａ…椅子
　Ｇ…背凭れ
　Ｈ…背凭れベース
　３…ランバープレート
　３１…板状部分
　４…アジャスタ
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　４ｂ…アジャスタベース
　４３…押出部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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